






 大気関係の規制対象となる事業所・施設は次のような現況にある。 

 

   大気汚染防止法 

     ば い 煙 発 生 施 設   １７３事業所   ４３９施設 

     粉 じ ん 発 生 施 設     ２事業所     ２施設 

     揮発性有機化合物排出施設    ２事業所     ４施設 

   県条例 

     ば い 煙 発 生 施 設    ３７事業所    ５８施設 

     粉 じ ん 発 生 施 設    ２０事業所    ３８施設 

     炭化水素系物質発生施設    ２２事業所    ２４施設 

 内容については、表－１４のとおりである。 

また、本市の一般粉じんに係る大気汚染防止法、県条例に基づく平成 24 年度の届出

状況は、表－１５、表－１６のとおりである。事業所への立入調査状況は、表－１７、

表－１８のとおりである。 

 

 



表－１4　大気関係施設の現況 平成２５年３月３１日現在

事業所数 施設数

 1．ボイラー 335

 5．金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉 3

11．乾燥炉 8

13．廃棄物焼却炉 11

29．ガスタービン 16

30．ディーゼル機関 58

31．ガス機関 8

計 173 439

粉じん発生施設   2．鉱物又は土石の堆積場 1

　3．ベルトコンベア及びバケットコンベア 1

計 2 2

  2．塗装施設 2

　　（吹付塗装を行うものに限る）

 5．印刷の用に供する乾燥施設 2

　　（グラビア印刷に係るものに限る）

計 2 4

  1．ボイラー 41

14．廃棄物焼却炉 1

32．金属製品の熱処理施設 1

33．繊維の表面加工の用に供する蒸絨施設 8

35のハ．粘着テープ又はフイルムの製造の用に供する

　　　　 　混合施設、溶解施設、乾燥施設及び焼付施設

35のホ．油脂又は油脂製品の製造の用に供する抽出

　　　　 　施設及び蒸溜施設

35のヘ．金属の表面加工の用に供する脱脂施設 3

44．ジクロロメタンを使用する脱脂・洗浄施設 1

計 37 58

  2．鉱物、土石又はチップの堆積場 1

　3．ベルトコンベア及びバケットコンベア 6

　4．破砕機・粉砕機・摩砕機及び研摩機 25

　5．ふるい 1

　6．打綿機及び混打綿機 2

　7．チッパー及び砕木機 2

　8．吹付け塗装機 1

計 20 38

炭化水素系物質発生施設 　2．ガソリンスタンドに設置されるガソリンの貯蔵施設 21 21
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